
◆快適な移動ができる市街地をつくりたい 

公共交通サービスを充実させたい・・・ 

【取組み課題】 

 

 

 
【【取組みの目的】 

 

 

名 称 盛岡市オムニバスタウン計画 

場 所 岩手県盛岡市 

取組みの 

背景 

○盛岡市では、郊外部から都心部へのマイカー通勤者の増大で、朝夕の交通渋滞が激しさ

を増し、バスの走行環境が悪化、さらにバス利用者が減少するという悪循環に陥っていた。

取組みの 

概要 

○都心部へ向かう基幹バス、主に住宅地を

運行する支線バス、乗り換えるためのミニ

バスターミナルで構成される「ゾーンバスシ

ステム」の導入を行った。市内の松園団地

(ニュータウン)において最初に導入された。 

○松園地区では、支線バスとして 6 ルートを

設定したほか、途中停留所からの利用者

に対応するため途中始発を設定した。 

○利用者の乗り継ぎのデメリット感を緩和す

るため乗り継ぎ割引運賃を設定した。 

○基幹バス区間の速達性と定時性を高める

ため、市道に設置されていたバス専用レー

ンを延伸した。 

 

 

 

 

 

○都心部では循環バス「でんでんむし」を設定して、盛岡駅を

起点とした５つの中心商店街を結ぶ循環路線を設定した。 

○ゾーンバスシステム導入に合わせ、公共車両優先システム

（PTPS）やバスロケーションシステムを導入した。 

○バスロケーションシステムは、都心ターミナル、ミニバスター

ミナル、ハイグレードバス停、鉄道とバスの乗り継ぎ駅、病

院などに設置した。 

 

 
 
 
 
 
 
 

バスロケーションシステム 

ハイグレードバス停 

出典：盛岡市ホームページ

東北圏は全国を上回る速さで高齢化が進んでおり、これまで以上に公共交通によるサービスの提供が重

要である。 

【岩手県盛岡市】 

⇒上記の課題に対し、盛岡市ではオムニバスタウン計画の地域指定を受け、ゾーンバスシステム、循環バス、

ＰＴＰＳやバスロケーションシステムなど、バス交通の利便性とサービスの向上を図っている。 

出典：国土交通省「地域公共交通活性化・再生への事例集」



活用制度・

事業 

○自動車運送事業の安全・円滑化等総合対策事業 

【オムニバスタウン整備総合対策事業】 

・平成 12 年 2 月、盛岡市は国からオムニバスタウン計画の地域指定を受け、平成 11～15 

年度を実施期間とした。 

・オムニバスタウン計画として、ゾーンバスの実証運行を市が主体となり国庫補助を受けて

実施した。その他ミニバスターミナル整備、バスロケーションシステム整備、ハイグレード

バス停整備はバス協会が事業主体となり、国・県・市の補助を受けて実施した。 

取組みの 

効果 

○オムニバスタウンの導入後（平成 13 年 7 月～）の盛岡市のバス利用者数は、下げ止まりの

傾向を示している。 

○所要時間約 30 分の松園団地から都心部のルートで、ゾーンバスの実施、バスレーンの延

長、急行便の設定等で約 5 分短縮が実現した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：盛岡市ホームページ 

問い合わせ先：盛岡市建設部交通政策課 【TEL】019－651－4111（代表）

団地内主要バス停～バスセンターの所要時間 

ゾーンバス運行前後の利用者数（松園団地） 


